
 次のとおり総合評価一般競争入札に付します。 

 なお、本調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第372号）の規定が適用される調達契約及び愛知県公契約条例（平成28年愛知県条例第

10号）第９条に規定する公契約に該当します。 

令和４年11月15日 

愛知県知事 大 村 秀 章 

１ 調達内容 

 ⑴ 事業名 

   愛知県豊田加茂総合庁舎整備事業 

 ⑵ 事業場所 

   豊田市元城町四丁目地内 

 ⑶ 期間 

   契約締結日から令和９年２月26日まで 

 ⑷ 事業内容 

   愛知県豊田加茂総合庁舎の整備に係る設計、工事監理、施工及び移転支援業務 

 ⑸ 予定価格 

   金3,907,426,000円（うち消費税及び地方消費税の額 金355,220,545円） 

 ⑹ 事業方式 

   本事業は、要求水準書及び総合評価技術資料（以下「技術提案書」という。）に基づき設

計業務、工事監理業務、施工業務（取壊し工事及び環境整備工事を含む。）及び移転支援業

務を一括して発注する設計・施工一括発注方式によるものとします。 

２ 競争参加資格 

  本事業の入札に参加することができる者は、次に掲げる条件を備えた単体企業又は共同企

業体とします。 

 ⑴ 応募者に共通する参加資格 

   単体企業及び共同企業体の代表法人並びに各構成員は、次に掲げる条件を満たさなけれ

ばなりません。 

  ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

  イ 本事業の入札への参加表明書及び競争入札参加資格確認申請書（以下「応募申込書

類」という。）の提出日から落札決定までの間、愛知県建設工事等指名停止取扱要領に基

づく指名停止を受けていないこと。 

  ウ 応募申込書類の提出日から落札決定までの間、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力

団排除に関する合意書」（平成24年６月29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）

及び「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除措

置を受けていないこと。 

  エ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続開始の申立てがなさ

れている者又は会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の

申立てがなされている者でないこと。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定

を受けた者又は会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加

資格審査の申請を行い、認定を受けた者については、再生手続開始又は更生手続開始の

申立てがなされなかった者とみなします。 



  オ 本事業に係る発注者支援業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係があ

る企業でないこと（入札説明書参照）。 

 ⑵ 各業務の参加資格 

  ア 設計業務及び工事監理業務（以下「設計業務等」という。）を行う企業の参加資格 

   (ｱ) 愛知県が発注する設計業務において、建築設計に係る競争入札に参加する資格を有

する者であること。 

   (ｲ) 建築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による一級建築士事務所の登

録を受けていること。 

   (ｳ) 設計業務を行う企業は、過去10年間（平成24年４月１日から応募申込書類を提出す

る前日まで）に完成した次の条件を満たす建築物の実施設計業務を元請として実施し

た実績を有すること。なお、共同企業体としての実績の場合は、出資比率が出資総額

の10分の２以上のものを対象とします。 

     ・延べ面積1,000㎡以上の庁舎又は事務所に類する建築物の新築又は増築に係る実施

設計業務。ただし、複合施設の場合は、別用途（庁舎又は事務所以外）を除いた

当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上の場合に限る。なお、増築の

場合は、増築部分の面積が1,000㎡以上の場合に限る。 

   (ｴ) 設計業務管理技術者は、次のａからｃまでの要件を満たす者を配置すること。 

    ａ 設計業務等を行う企業に所属し、常勤で３か月以上の恒常的な雇用関係があるこ

と。 

    ｂ 建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格を有すること。 

    ｃ (ｳ)に示す実績に係る実施設計業務に従事した経験を有すること。なお、過去に所

属した企業等における経験を含むものとし、当該期間に当該企業等に所属し、従事

したことが確認できる場合に限ります。 

   (ｵ) 工事監理業務を行う企業は、過去10年間（平成24年４月１日から応募申込書類を提

出する前日まで）に完成した次の条件を満たす建築物の工事監理業務を元請として実

施した実績を有すること。なお、共同企業体としての実績の場合は、出資比率が出資

総額の10分の２以上のものを対象とします。 

     ・延べ面積1,000㎡以上の庁舎又は事務所に類する建築物の新築又は増築に係る工事

監理業務。ただし、複合施設の場合は、別用途（庁舎又は事務所以外）を除いた

当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上の場合に限る。なお、増築の

場合は、増築部分の面積が1,000㎡以上の場合に限る。 

   (ｶ) 工事監理業務管理技術者は、次のａからｃまでの要件を満たす者を配置すること。 

    ａ 設計業務等を行う企業に所属し、常勤で３か月以上の恒常的な雇用関係があるこ

と。 

    ｂ 建築士法第２条第２項に規定する一級建築士の資格を有すること。 

    ｃ (ｵ)に示す実績に係る工事監理業務に従事した経験を有すること。なお、過去に所

属した企業等における経験を含むものとし、当該期間に当該企業等に所属し、従事

したことが確認できる場合に限ります。 

  イ 施工業務を行う企業の参加資格 

   (ｱ) 愛知県が発注する建設工事において、建築工事業に係る競争入札に参加する資格を

有する者であること。 

   (ｲ) 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条の規定により、建築工事業について特定建



設業の許可を受けていること。 

   (ｳ) 愛知県が発注した建築工事業に係る工事のうち、過去２か年度（令和２年４月１日

から令和４年３月31日まで）に完了し、及び引き渡した工事の実績がある場合におい

ては、当該業種工事成績評定点の平均点が60点以上であること。 

   (ｴ) 施工業務を行う第１位の構成員は、令和４年度及び令和５年度の愛知県における入

札参加資格において認定された建築工事業の経営事項評価点数が1,200点以上であるこ

と。 

   (ｵ) 施工業務を行う第１位の構成員は、過去10年間（平成24年４月１日から応募申込書

類を提出する前日まで）に完成した次の条件を満たす建築物の建築工事の施工業務を

元請として実施した実績を有すること。なお、共同企業体としての実績の場合は、出

資比率が出資総額の10分の２以上のものを対象とします。 

     ・延べ面積1,000㎡以上の庁舎又は事務所に類する建築物の新築又は増築に係る施工

業務。ただし、複合施設の場合は、別用途（庁舎又は事務所以外）を除いた当該

用途に供する部分の床面積の合計が1,000㎡以上の場合に限る。なお、増築の場合

は、増築部分の面積が1,000㎡以上の場合に限る。 

   (ｶ) 施工業務を行う第２位の構成員は、令和４年度及び令和５年度の愛知県における入

札参加資格において認定された建築工事業の経営事項評価点数が730点以上であること。 

   (ｷ) 本事業の現場代理人及び監理技術者として次の要件を満たす者を施工業務の開始か

ら完了まで施工現場に専任で配置できること。なお、現場代理人及び監理技術者は、

両者を兼ねることができます。 

    ａ 施工業務を行う企業に所属し、常勤で３か月以上の恒常的な雇用関係があること。 

    ｂ 監理技術者は、建築工事業に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証

を有すること。 

    ｃ 監理技術者は、(ｵ)に示す実績に係る施工業務に従事した経験を有すること。なお、

監理技術者、主任技術者又は現場代理人としての経験とします。 

    ｄ 監理技術者は、契約後、本事業の打合せ等に参加すること。なお、現場施工に着

手するまでの期間（現場事務所の配置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始される

までの間）については専任を要しません。 

   (ｸ) 施工業務を行う第２位の構成員は、主任技術者として次のａ及びｂの要件を満たす

者を施工業務の開始から完了まで施工現場に専任で配置できること。 

    ａ 国家資格を有すること。 

    ｂ 施工業務を行う構成員の企業に所属し、常勤で３か月以上の恒常的な雇用関係が

あること。 

 ⑶ 単体企業の応募者の参加資格 

  ア ⑵ア並びにイ(ｱ)から(ｵ)まで及び(ｷ)の参加資格を全て満たすこと。 

  イ 単体企業として応募申込書類を提出した場合は、共同企業体の構成員として応募申込

書類を提出することはできません。 

 ⑷ 共同企業体を結成する応募者の参加資格 

   共同企業体を結成する応募者の構成員は、２以上の共同企業体の構成員でないこととし

ます。また、共同企業体として応募申込書類を提出した場合は、その構成員は単体企業と

して応募申込書類を提出することはできません。 

 ⑸ 共同企業体の構成員の条件 



   入札に参加を希望する者との間に次のアからウまでのいずれかに該当する関係がないこ

と（該当する者の全てが共同企業体の代表法人となる構成員以外の構成員である場合を除

く。）。なお、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を

取ることは、愛知県建設工事関係入札者心得書第９条の２第２項の規定に抵触するもので

はありません。 

  ア 資本関係 

    次のいずれかに該当する二者の場合 

   (ｱ) 親会社等（会社法（平成17年法律第86号）第２条第４号の２に規定する親会社等を

いう。以下同じ。）と子会社等（同条第３号の２に規定する子会社等をいう。以下同

じ。）の関係にある場合 

   (ｲ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

  イ 人的関係 

    次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ｱ)については会社等（会社法施行規則

（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第２号に規定する会社等をいう。以下同

じ。）の一方が、民事再生法に基づく再生手続又は会社更生法に基づく更生手続が存続

中の会社等である場合を除く。 

   (ｱ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 

   (ｲ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

   (ｳ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

  ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

    組合（共同企業体を含む。）とその構成員が同一の入札に参加している場合その他ア又

はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 

３ 入札説明書等の公表方法等 

 ⑴ 入札説明書等の公表方法 

   愛 知 県 総 務 局 総 務 部 総 務 課 の ウ ェ ブ ペ ー ジ

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/somubu-somu/toyotakamo-seibi.html）において、

令和４年11月15日（火）から公表します。 

 ⑵ 現地見学会 

  ア 日時 

    令和４年11月28日（月）午後２時から午後４時まで 

  イ 場所 

    愛知県豊田加茂総合庁舎別館２階 第１会議室 

    豊田市元城町四丁目45番１号（郵便番号471－8503） 

 ⑶ 参加表明書等の提出 

  ア 期間 

    令和４年12月６日（火）から令和４年12月15日（木）まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  イ 場所 

    愛知県総務局総務部総務課総務・人事・広報グループ 

    名古屋市中区三の丸三丁目１－２（郵便番号460－8501） 

    電話（052）954－6021 

  ウ 方法 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/somubu-somu/toyotakamo-seibi.html


    持参又は郵送によります。郵送による場合は、書留郵便とし、愛知県総務局総務部総

務課総務・人事・広報グループに令和４年12月15日（木）午後５時までに必着とします。 

 ⑷ 入札書及び技術提案書の提出 

  ア 期間 

    令和５年２月13日（月）から令和５年２月24日（金）まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の午前９時から

午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

  イ 場所 

    ⑶イに同じ。 

  ウ 方法 

    持参又は郵送によります。郵送による場合は、書留郵便とし、愛知県総務局総務部総

務課総務・人事・広報グループに令和５年２月24日（金）午後５時までに必着とします。 

 ⑸ 開札予定日時及び場所 

   令和５年２月27日（月） 午前10時 

   愛知県庁本庁舎４階 愛知県総務局総務部総務課総務・人事・広報グループ 

４ 落札者の決定方法 

  入札説明書等で示す要件を全て満たしている提案をした入札参加者の中から、地方自治法

施行令第167条の10の２第３項に規定する総合評価一般競争入札により落札者を決定します。 

５ その他 

 ⑴ 契約の手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨に限ります。 

 ⑵ 入札保証金 

   免除します。 

 ⑶ 入札の無効 

   愛知県財務規則（昭和39年愛知県規則第10号）第152条（入札の無効）の規定に該当する

入札は、無効とします。 

 ⑷ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑸ その他 

   詳細は、入札説明書によります。 

６ Summary 
⑴ Subject matter of the contract: Design and Construction of the Aichi Prefectural Toyotakamo 

General Office 
⑵ Deadline for applications: Please send application forms by 5:00 p.m., December 15, 2022. 
⑶ Bidding time: 10:00 a.m., February 27, 2023 (Postal bids must reach us by 5:00 p.m., February 24, 

2023.) 
⑷ Contact point for the notice: General Affairs, Human Resources, and Public Relations Section,  

General Affairs Division, Department of General Affairs, Aichi Prefectural Government 
3-1-2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-8501 Japan 
Tel. 052-954-6021 


